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１　事案の概要
　不動産購入や投資の経験がなく自己資金も約150
万円であった40歳の高校教師Ｘは、不動産業者Ｙの
従業員Ａから投資用マンション購入の勧誘を受け、
平成23年６月に都内にあるマンションの504号室（以
下「本件物件１」という）を売買代金2210万円を支
払って購入した。また、ＸはＡの勧誘により平成23
年８月、同じマンションの501号室（以下「本件物
件２」という）を売買代金2160万円を支払って購入
した。
　本件物件１の勧誘の際、Ａはマンション投資につ
いての計算例を示した上、ローンを利用して本件物
件１を購入しても、毎月の手取家賃額とローン返済
額、管理費との差額は１万円弱であり、確定申告を
すれば、その節税効果も高いなどと、マンション投
資のメリットのみを強調した。
　また本件物件２の勧誘の際、Ａは、手書きの書面
を示した上、本件物件１に関する退職時（20年後）
の残債務をなくすためには期間限定でもう一つ投資
物件を持ち、退職時に売却して得た売却益をもう一
方の投資物件の残債務の返済に充てるという方法が
あること、例えば、20年後に、本件物件２の売却価
格が2510万円、その残債務が1314万円という試算を
前提とすると、その売却益1196万円（2510万円－
1314万円）を本件物件１の予想される残債務1293万
円に充てればよいことなど、複数のマンションに投
資することのメリットのみを強調して本件物件２の
購入を勧誘した。　
　Ｘは、平成26年３月中旬、家賃が入ってこないこ
とを初めて経験したため、そのことをきっかけに弁
護士に法律相談をした。その際、違法な勧誘行為が
あり、法的責任を追及し得る可能性が高いという説
明を受けた。
　その後、Ｘは上記各部屋の転売を試みたが、本件
物件１は1900万円、本件物件２は1920万円でしか転
売できず、購入金額と転売価格の差額が損失として
生じた。また、他にも諸費用等の支出があった。
　そこで、ＸはＡの勧誘行為に不利益事実の不告知、
詐欺的な勧誘、断定的判断の提供、説明義務違反が

あるため違法であり、その使用者であるＹは使用者
責任（民法715条１項）を負うと主張して、損害賠
償請求訴訟を提起した。

２　主たる争点
⑴�　第１の争点は、Ａの勧誘行為の違法性であった。
Ｙは、勧誘内容に関するＸ主張を否認し、マンショ
ン投資の各種リスクについて十分説明していた旨
主張していた。特に、不動産価格が変動すること、
家賃収入は保証されないこと、Ｘが販売活動時に
提示したプラン表の値も保証されないこと、営業
資料はあくまで参考資料であり資料の内容を確約
するものではないこと、運用損益（売却益含む）
は多様な要因により変動するため保証するもので
はないことなどが記載された「告知書兼確認書」
の各項目に☑が入っており、かつ、これにＸが
署名・押印していることからも、説明義務違反等
がないことが明らかである旨主張した。

⑵�　第２の争点は、損害の発生及び額であった。Ｘ
は、売買代金額、購入時に支払った諸費用（契約
書印紙代、登記費用など）、購入後転売までの支
出（固定資産税・都市計画税、不動産取得税、ロー
ン利息、売却に要した仲介手数料など）の合計額
から、転売による売買代金収入と購入後転売まで
の賃料収入の合計額を控除した差額がＸの損害で
ある旨主張した。この点に関しては、損害の捉え
方と、過失相殺の可否が問題となった。

⑶�　第３の争点は、消滅時効の起算点であった。Ｙ
は、起算点は購入時である旨主張した。Ｘは、弁
護士に相談した日である旨主張した。

３　判決の内容
⑴　勧誘行為の違法性について
　原判決（東京地裁平成31年４月17日判決）も控訴
審判決（東京高裁令和元年９月26日判決）も、不利
益事実の不告知、詐欺的な勧誘、断定的判断の提供
に当たる行為があったとまではいえないとしつつ
も、説明義務違反があったとした。
　原判決の判示に控訴審判決による補正を加えた判

＝消費生活相談員のための判例紹介＝
投資用マンション被害

投資用マンションの勧誘に説明義務違反を認め、損害賠償を命じた裁判例

東京地方裁判所　平成31年４月17日判決　平成29年（ワ）第29876号

東京高等裁判所　令和元年９月26日判決　令和元年（ネ）第2464号・同年（ネ）第2830号

弁護士  田上　潤（第二東京弁護士会）

20-02-354　全相協つうしんNo.192.indd   6 2020/03/13   17:14:34



7全相協つうしん　JACAS JOURNAL  №192

示を紹介すると、「ＡのＸに対する勧誘において、
Ｘ主張の不利益事実の不告知、詐欺的な勧誘、断定
的判断の提供に当たる行為があったとまではいえな
いものの、Ｘは、高校教師の職にあったにとどまり、
これまで不動産の購入や投資を一切経験したことが
なく、投資に充てることのできる自己資金も僅か
150万円程度にすぎなかったから、このような属性
を有するＸに対し、多額のローン債務を負担させて
まで各2000万円超のマンション投資を勧誘するＡと
しては、少なくともマンション投資についての空室
リスク、家賃滞納リスク、価格下落リスク、金利上
昇リスク等をわかりやすく説明すべき注意義務を
負っていたというべきである。ところが、Ａは、前
記認定事実（中略）のとおり、マンション投資のメ
リット（年金対策や税金対策等）のみを強調し、実
際には上記のような様々なリスクがあるのに具体的
に説明せず、むしろＸがこれらのリスクを理解して
いないことを認識しながら、リスクを無視したシ
ミュレーションを示し、Ｘの誤信に基づいて504号
室及び501号室を購入させたものである。したがっ
て、Ｙの事業の執行についてされたＡの上記勧誘に
は違法行為（説明義務違反）があったといわざるを
得ない。」とされた。
　また「告知書兼確認書」については、Ａの勧誘を
信じていたＸは、その記載内容を十分理解しておら
ず、署名押印したことも認識していなかった旨、仮
に、Ａが「告知書兼確認書」に沿って説明をしたと
しても、Ａは、「告知書兼確認書」による説明に先
立つ各売買の勧誘の時点においては、あたかも各種
リスクが生じないか無視できるほど小さいかのよう
な不適切な説明を具体的な計算式等に基づいて詳細
に行っていたのであって、これによりＸの投資判断
を誤らせたことが明らかである旨、その後の各売買
の契約締結時になって、各種リスクについて一般的・
抽象的な解説をしただけの上記「告知書兼確認書」
に沿って説明をしたとしても、それだけでは、Ｘの
上記誤解が解けなかったとしても不自然ではなく、
契約締結に至る経緯を全体的にみれば、上記「告知
書兼確認書」は、Ｙが、説明義務違反を問われない
ために体裁を整えただけの書面にすぎないというほ
かない旨判示された。
⑵　損害の発生及び額について
　控訴審判決は、各購入代金、購入に伴う諸費用及
び不動産取得税の出捐と、504号室、501号室の所有
権の差額がＸの被った損害であるとした（そして、
504号室及び501号室の所有権の客観的価値について
は、本件で認定された事実を前提とすれば、Ｘによ
る転売価格を上回らないと認められるとした）。
　そして、Ｘが主張するその余の諸費用については、

Ｘが自らの意思により504号室、501号室を保有し続
けることにより生じたものであるとして相当因果関
係のある損害とは認めなかった。他方で、504号室、
501号室の賃料収入についても、Ｘが自らの意思に
より504号室、501号室を保有し、賃貸し続けること
により生じたものであるとして、損益相殺の対象と
はならないとした。
　他方で、４割の過失相殺をした。
　なお、原判決も控訴審判決と概ね同じ判示であっ
た。
⑶　消滅時効について
　原判決も控訴審判決も、Ｘが損害の発生を現実に
認識したのは、突然の空室が生じたことにより約１
箇月分の家賃収入が得られず、この間のローン全額
を自己資産で返済せざるを得なくなり、投資用マン
ション購入に伴う危険性が顕在化したことを経験し
た平成26年３月中旬のことであったとして、Ｙの消
滅時効の主張を排斥した。
⑷　結論
　504号室については271万4116円及びこれに対する
平成23年８月17日から支払済みまでの年５分の割合
による遅延損害金、501号室については225万2882円
及びこれに対する平成23年８月26日から支払済みま
での年５分の割合による遅延損害金が認容された。
　その結果、控訴審判決直後にＹからＹ計算の訴訟
費用を含む703万3896円が入金された。
　また、控訴審判決に対しては双方上告せず、確定
した。

４　判決の評価
　「投資用」マンションを専門的に扱う業者が、不
動産投資の知識経験に乏しい者に対して、投資のメ
リットを強調して勧誘する一方、それに伴う費用・
リスク等については十分に説明しないで購入させる
ことが、長年にわたり多数行われている。このよう
な投資用マンション被害に関して、説明義務違反に
よる損害賠償を認めたものであり、その意義は大き
いと思われる。
　また、事業者が、実際には説明をしていないにも
かかわらず、「告知書兼確認書」のような書面に署名・
押印をさせている事例は、投資用マンション被害以
外でも多い。このような書面では勧誘時の誤解が解
消されないのも不自然ではない旨、「説明義務違反
を問われないために体裁を整えただけの書面にすぎ
ない」旨の判示は極めて実態に即したものであり、
他の案件での同種書面の判断にも参考になる。
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